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１ 地方公会計制度の導入と目的  

 平成 22 年 9 月「今後の新地方公会計の推進に関する研究会」が開催されて議論が進められ、

平成 26 年 4 月に、固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を前提とした財務書類の作成に関す

る統一的な基準が研究会より示されました。 

 

 平成27 年1月には「統一的な基準による地方公会計マニュアル」が公表され、当該基準により全

ての地方公共団体が財務書類を作成し、予算編成等に積極的に活用するよう総務省から要請さ

れました。 

 

 以上のことを踏まえ、当組合では財政の効率化・適正化を図るため、従来からの歳入歳出決算の

状況に加えて、資産やコストといった企業会計的手法を導入しました。平成 28 年度決算より、これ

まで見えにくかった減価償却費、退職手当引当金といった情報の「見える化」を図り、財政状況の透

明性を高めることで、住民に対する説明責任を一層適切に果たし、厳しい財政状況の中で、将来を

見据えた組合運営に積極的に活用することを目的に、新たに固定資産台帳を整備し、財務書類

（貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書及び資金収支計算書等）を作成しまし

た。 

企業会計的な会計従来の会計

見える費用

（現金主義）

見える費用

（現金主義）

退職手当引当金

や

減価償却費など

目に見えない費用

（発生主義）
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２ 財務書類の相互関係  

 

 財務書類は 4 つの種類の表で構成されており、下の図は相互関係を表しています。 

 

■財務書類（区分）４表の相互関係

純行政コスト 投資活動収支

前年度末残高

純行政コスト 本年度末残高 本年度末残高

固定資産等の変動

＋本年度末歳計外現金

貸借対照表 行政コスト計算書 純資産変動計算書 資金収支計算書

資産 負債

経常費用 前年度末残高 業務活動収支

経常収益

臨時損失 財源 財務活動収支

純資産

臨時利益

うち

現金

預金

一致 一致

一致

 4 表間の各合計は、図の矢印のとおり一致します。 

 ※ 4 一般会計財務書類 Ｐ3～9 を参照。 

 

 

３ 関係市町村の連結財務書類  

 

 一部事務組合は、規約において定められる負担割合に基づき関係市町村からの経費負担によっ

て運営されており、解散した場合はその資産・負債は最終的には関係市町村に継承されます。当事

務組合の財務書類は、関係市町村の連結対象となります。 

 

 関係市町村は、青森県弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、西目

屋村の 3 市 3 町 2 村です。 
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４ 一般会計財務書類  

 

（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 3,296,641   固定負債 5,178,055

    有形固定資産 3,278,244     地方債 2,086,395

      事業用資産 2,036,167     長期未払金 -

        土地 259,531     退職手当引当金 3,091,661

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 3,705,378     その他 -

        建物減価償却累計額 -1,952,821   流動負債 591,765

        工作物 36,483     １年内償還予定地方債 373,156

        工作物減価償却累計額 -12,404     未払金 -

        船舶 2,348     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -2,348     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 218,610

        航空機 -     預り金 -

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 5,769,821

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 3,440,762

      インフラ資産 -   余剰分（不足分） -5,689,046

        土地 -

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 -

        工作物減価償却累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 4,105,993

      物品減価償却累計額 -2,863,916

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 18,398

      投資及び出資金 -

        有価証券 -

        出資金 -

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 -

      長期貸付金 -

      基金 18,398

        減債基金 -

        その他 18,398

      その他 -

      徴収不能引当金 -

  流動資産 224,896

    現金預金 80,775

    未収金 -

    短期貸付金 -

    基金 144,121

      財政調整基金 144,121

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 -2,248,283

資産合計 3,521,537 負債及び純資産合計 3,521,537

貸借対照表
（令和4年3月31日現在）
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【貸借対照表】の用語説明 

 

【資産の部】固定資産 

  事業用資産 … 消防庁舎（土地、建物、工作物）などの施設です。 

  物品 … 地方自治法第 239 条第 1 項に規定するもので、原則として取得価格が 100 万円 

以上の重要物品を計上しています。消防車両、高機能消防指令センターや消防救急 

デジタル無線などの物品です。 

  投資その他の資産 

   基金 … 流動資産に区分される以外の基金です。 

   その他 … 退職手当基金（財産に関する調書と一致します。）です。 

 

【資産の部】流動資産 

  預金現金 … 前年度の歳計剰余金です。 

  基金 … 財政調整基金（財産に関する調書と一致します。）です。 

 

【負債の部】固定負債 

  地方債 … 当組合が発行した地方債のうち、償還予定が 1 年超のものです。 

  退職手当引当金 … 原則として、期末自己都合要支給額により算定しています（翌年度に

支払う予定の金額を計上しています。）。 

 

【負債の部】流動負債 

  1 年内償還予定地方債 … 当組合が発行した地方債のうち、1 年以内に償還予定のもの 

です。 

  賞与等引当金 … 基準日時点までの期間に対応する期末手当・勤勉手当及び法定福利費 

で、翌年度に支給する賞与（期末・勤勉手当）のうち、当年度分に相当す 

る額を計上しています。 

 

【純資産の部】 

  固定資産等形成分 … 固定資産等形成分は、資産形成のために充当した資源の蓄積を 

いい、原則として金銭以外の形態（固定資産等）で保有され、資産 

残高（減価償却累計額の控除後）を意味しています。 

    ・固定資産等形成分＝資産合計－流動資産（現金預金） 

 余剰分（不足分） … 余剰分（不足分）は、当事務組合の消費可能な資源の蓄積を 

いいますが、残高がマイナスとなっていることから、不足していることを意 

味しています。 

    ・余剰分（不足分）＝負債合計－流動資産（現金預金） 
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（単位：千円）

行政コスト計算書
自　令和3年4月1日
至　令和4年3月31日

科目 金額

  経常費用 4,597,234

    業務費用 4,585,350

      人件費 3,347,416

        職員給与費 2,935,167

        賞与等引当金繰入額 218,610

        退職手当引当金繰入額 192,920

        その他 720

      物件費等 1,229,440

        物件費 701,255

        維持補修費 6,833

        減価償却費 519,633

        その他 1,719

      その他の業務費用 8,494

        支払利息 7,521

        徴収不能引当金繰入額 -

        その他 972

    移転費用 11,884

      補助金等 9,913

      社会保障給付 -

      他会計への繰出金 -

      その他 1,971

  経常収益 18,113

    使用料及び手数料 2,375

    その他 15,738

純経常行政コスト 4,579,121

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 4,577,372

    その他 -

  臨時利益 1,749

    資産売却益 1,749
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【行政コスト計算書】の用語説明 

 

経常費用（業務費用） 

  人件費 

   職員給与費 … 職員給与費（給料・職員手当・共済費） 

   賞与等引当金繰入金 … 当該年度に繰入した賞与等引当金 

   退職手当引当金繰入金 … 当該年度に繰入した退職手当引当金 

   その他 … 組合議員・監査委員報酬 

  物件費等 

   物件費 … 職員旅費、交際費、需用費（消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、 

光熱水費、修繕料、医薬材料費）、役務費（通信運搬費、各種手数料）、 

委託料（各種業務委託）、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費 

   維持補修費 … 施設修繕料、工事請負費 

   減価償却費 … 土地、建物、工作物など資産取得後の減価償却（経年劣化に伴う 

減少額）累計額 

   その他 … 自動車損害保険料 

  その他の業務費用 

   支払利息 … 地方債償還利子 

   その他 … 消防庁舎・車両損害共済費、消防業務賠償責任保険など。 

経常費用（移転費用） 

  補助金等 … 婦人防火クラブ育成強化補助金、少年消防クラブ育成強化補助金、 

幼年消防クラブ育成強化補助金など。 

  その他 … 補償金、賠償金、自動車重量税 

経常収益 

 使用料及び手数料 … 土地使用料、危険物施設検査手数料 

 その他 … 預金利子、雑入 

 

純経常行政コスト … 経常費用から経常収益を差し引いた額で、税収等などによって賄われる 

コストを表しています。 

 

臨時利益 

 資産売却益 … 資産の売却による収入が帳簿価格を上回る場合の差額で、廃車による 

消防車両（鉄屑）売却益を計上しています。 

 

純行政コスト … 純資産変動計算書の純行政コストと一致します。 
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【純資産変動計算書】の用語説明 

 

前年度末純資産残高 … 前年度の貸借対照表の固定資産等形成分＋余剰分（不足分） 

と一致します。 

 純行政コスト … 当該年度「行政コスト計算書」純経常行政コストから臨時利益を差引いた額 

です。 

 財源 

  税収等 … 組合運営に必要な資金（関係市町村からの負担金）です。 

  国県等補助金 … 国や県からの補助金収入です。 

 

固定資産等の変動（内部変動） 

 有形固定資産等の増加 … 当該年度に増加した有形固定資産等 

 有形固定資産等の減少 … 当該年度に減少した有形固定資産等（減価償却費含む） 

 貸付金・基金等の増加 … 当該年度に積立した基金 

 貸付金・基金等の減少 … 当該年度に取り崩した基金 

 

本年度末純資産残高 … 今年度の貸借対照表の固定資産等形成分＋余剰分（不足分） 

                 と一致します。 

 

 

（単位：千円）

固定資産 
等形成分

余剰分 
(不足分)

前年度末純資産残高 -1,815,839 3,904,019 -5,719,858

  純行政コスト（△） -4,577,372 -4,577,372

  財源 4,150,319 4,150,319

    税収等 4,138,600 4,138,600

    国県等補助金 11,719 11,719

  本年度差額 -427,053 -427,053

  固定資産等の変動（内部変動） -457,865 457,865

    有形固定資産等の増加 32,057 -32,057

    有形固定資産等の減少 -519,633 519,633

    貸付金・基金等の増加 201,551 -201,551

    貸付金・基金等の減少 -171,840 171,840

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -5,391 -5,391

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -432,445 -463,257 30,812

本年度末純資産残高 -2,248,283 3,440,762 -5,689,046

純資産変動計算書
自　令和3年4月1日
至　令和4年3月31日

科目 合計
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（単位：千円）

資金収支計算書
自　令和3年4月1日
至　令和4年3月31日

科目 金額

【業務活動収支】

  業務支出 3,994,533

    業務費用支出 3,982,649

      人件費支出 3,264,348

      物件費等支出 710,779

      支払利息支出 7,521

      その他の支出 -

    移転費用支出 11,884

      補助金等支出 9,913

      社会保障給付支出 -

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 1,971

  業務収入 4,168,432

    税収等収入 4,138,600

    国県等補助金収入 11,719

    使用料及び手数料収入 2,375

    その他の収入 15,738

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 173,899

【投資活動収支】

  投資活動支出 233,608

    公共施設等整備費支出 32,057

    基金積立金支出 201,551

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 173,589

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 171,840

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 1,749

    その他の収入 -

投資活動収支 -60,019

【財務活動収支】

  財務活動支出 373,156

    地方債償還支出 373,156

    その他の支出 -

  財務活動収入 217,100

    地方債発行収入 217,100

前年度末歳計外現金残高 -

本年度歳計外現金増減額 -

本年度末歳計外現金残高 -

本年度末現金預金残高 80,775

    その他の収入 -

財務活動収支 -156,056

本年度資金収支額 -42,176

前年度末資金残高 122,951

本年度末資金残高 80,775
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【資金収支計算書】の用語説明 

 

業務活動収支 … 経常的な行政（消防）活動に伴う資金の収支 

 

投資活動収支 … 資産形成に係る活動に伴う資金の収支 

 

財務活動収支 … 地方債の元金償還、借入等に伴う資金の収支 

 

歳計外現金 … 一時的に預かっている資金 
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５ 注記  

 

１．重要な会計方針

有形固定資産等の評価基準及び評価方法

　有形固定資産は、地方自治法第 239 条第 1 項に規定するもので、原則として取得価格が 100 万円

以上のものを計上しています。

有価証券等の評価基準及び評価方法

　該当はありません。

有形固定資産等の減価償却の方法

　定額法に基づきます。

　なお、主な有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです（固定資産台帳より）。

　　建物　　  6 年～ 50 年

　　工作物　 30 年

　　船舶　　  5 年

　　物品　　  3 年～ 15 年

引当金の計上基準及び算定方法

　①　退職手当引当金

　　　本年度末に特別職を含む全職員（本年度末退職者を除く）が普通退職した場合の退職手当を次

    の簡便法により算定しています。

　　　勤続年数ごとに（職員数×平均俸給月額×退職手当の支給率）を算定したものに、調整額を合算

    しています。

　②　賞与等引当金

　　　翌年度 6 月支給予定の期末・勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額について、

    それぞれ本会計年度の支給対象期間（ 12 月～ 3 月）の割合（ 4 / 6 ）を計上しています。

リース取引の処理方法

　リース料総額が 300 万円以下のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っ

ています。

資金収支計算書における資金の範囲

　地方自治法第 235 条の 4 第 1 項に規定する歳入歳出に属する現金としています。

その他財務書類作成のための基本となる重要な事項

　①　有形固定資産の取り扱い

　　　弘前市物品会計規則（平成 18 年規則第 47 号）の規定による弘前市物品会計事務の例によ

    り、自動車（原動機付き自転車を除く。）及び取得価格が 100 万円以上の重要物品としています。

　②　消費税等の会計処理

　　　全て税込方式としています。

　③　財務書類の表示金額単位

　　　記載金額は千円未満を四捨五入して表示しているため、合計が一致しない場合があります。

　④　資本的支出と修繕費の区分基準

　　　100 万円未満を修繕費として計上しています。
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２．重要な会計方針の変更等

　該当はありません。

３．重要な後発事象

　該当はありません。

４．偶発債務

　該当はありません。

５．追加情報

対象範囲（対象とする会計名）

　弘前地区消防事務組合会計

一般会計等と普通会計の対象範囲等の差異

　上記（弘前地区消防事務組合会計）以外の会計は含んでおりません。

出納整理期間について

　弘前地区消防事務組合会計の出納閉鎖期間は、地方自治法第 235 条の 5 の規定により、翌年度の 5 月

31 日をもって閉鎖します。

　共済組合費、所得税及び社会保険料に係る一時取扱金は、会計年度を過ぎ出納整理期間中に支払われたも

のについては、年度中に決済したものとして調整しています。

地方公共団体財政健全化法における健全化判断比率の状況

　該当はありません。

利子補給等に係る債務負担行為の翌年度以降の支出予定額

　該当はありません。

繰越事業に係る将来の支出予定額

　該当はありません。

その他財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項

　該当はありません。

売却可能資産に係る資産科目別の金額及びその範囲

　該当はありません。

減価償却について直接法を採用した場合、当該各有形固定資産の科目別または一括による減価償却累計額

事業用資産／建物    　：　　　　1,952,821 千円

事業用資産／工作物 　：　　　　　　12,404 千円

事業用資産／船舶    　：           2,348 千円

事業用資産／浮標等 　：                　 0 千円

事業用資産／航空機　 ：                　 0 千円

事業用資産／その他     ：                　 0 千円

インフラ資産／建物　　　　：                　 0 千円

インフラ資産／工作物　　　：                　 0 千円

インフラ資産／その他　　　　　：                　 0 千円

物品                    　　 ：     2,863,916 千円
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減債基金に係る積立不足の有無及び不足額

　該当はありません。

基金借入金（繰替運用）の内容

　該当はありません。

地方交付税措置のある地方債のうち、将来の普通交付税の算定基礎である基準財政需要額に含まれることが見

込まれる金額

　該当はありません。

将来負担に関する情報（地方公共団体財政健全化法における将来負担比率の算定要素）

　該当はありません。

自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約で貸借対照表に計上されたリース債務金額

　該当はありません。

純資産における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容

　固定資産等形成分は、資産形成のために充当した資源の蓄積をいい、原則として金銭以外の形態（固定資産

等）で保有され、資産残高（減価償却累計額の控除後）を意味しています。

　また、余剰分（不足分）は、当事務組合の消費可能な資源の蓄積をいいますが、残高がマイナスとなっていること

から、不足していることを意味しています。

基礎的財政収支

　収入　　　　　　　　　　　　　　　　                 支出

　　 業務収入　　　 　  4,168,432 千円　　　　　業務支出　　　     　　 　 3,994,533 千円

　　                                                       　　支払利息支出 　           7,521 千円

     投資活動収入　　　  173,589 千円     　　 投資活動支出 　　  　　 　  233,608 千円

　　　　　　  収入計     4,342,021 千円　　　 　　    　　支出計       　　 4,235,662 千円

　

　　　　　　　　　　　　　　 収入計－支出計＝基礎的財政収支    106,359 千円

既存の決算情報との関連性

　該当はありません。

資金収支計算書の業務活動収支と純資産変動計算書の本年度差額との差額の内訳

　①　前年度末歳計外現金残高 　　 　　　　　 　0 千円

　②　本年度歳計外現金増減額 　　  　　　　　　- 千円

　③　本年度末歳計外現金残高 　　  　　　　　　0 千円

　④　本年度末現金預金残高　　　　　　  80,775 千円

一時借入金の増減額が含まれていない旨並びに一時借入金の限度額及び利子の金額

　該当事項はありません。

重要な非資金取引

　固定資産売却益　　　　       　　　   1,749 千円

　退職手当引当金振替　     　　  192,920 千円

　賞与等引当金振替　　        　　218,610 千円

固定資産の修正

　　　該当事項はありません。



- 13 - 

 

６ 附属明細書  

 

 

 

附属明細書
１．貸借対照表の内容に関する明細

　※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

（１）資産項目の明細

①有形固定資産の明細 （単位：千円）

前年度末残高
（A）

本年度増加額
（B）

本年度減少額
（C）

本年度末残高
（A)＋（B)-（C)

（D）

本年度末
減価償却累計額

（E)
本年度償却額

（F)

差引本年度末残高

（D)－（E)

（G)

4,043,294 0 39,554 4,003,740 1,967,573 85,892 2,036,167

274,453 14,922 259,531 259,531

0 0

3,730,009 24,632 3,705,378 1,952,821 84,651 1,752,557

36,483 36,483 12,404 1,240 24,079

2,348 2,348 2,348 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

4,264,912 44,161 203,081 4,105,993 2,863,916 433,742 1,242,077

8,308,206 44,161 242,635 8,109,732 4,831,489 519,633 3,278,244

　※　表中の数値については、端数処理の関係上合計金額等と一致しないことがあります。

②有形固定資産の行政目的別明細 （単位：千円）

2,036,167 2,036,167

259,531 259,531

0

1,752,557 1,752,557

24,079 24,079

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

1,242,077 1,242,077

3,278,244 3,278,244

　※　表中の数値については、端数処理の関係上合計金額等と一致しないことがあります。

　　立木竹

　  土地

 事業用資産

区分

　　航空機

　　浮標等

　　船舶

　　工作物

　　建物

　　建物

　　土地

 インフラ資産

　　建設仮勘定

　　その他

合計

 物品

　　建設仮勘定

　　その他

　　工作物

　　立木竹

　　土地

合計

 事業用資産

区分
生活インフラ・

国土保全
教育 福祉 環境衛生 産業振興 消防 総務

　　航空機

　　浮標等

　　船舶

　　工作物

　　建物

　　建物

　　土地

 インフラ資産

　　建設仮勘定

　　その他

合計

 物品

　　建設仮勘定

　　その他

　　工作物

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの （単位：千円）

銘柄名 株数・口数など
（A）

時価単価
（B）

貸借対照表計上額
（A）×（B)

（C)
取得単価

（D)

取得原価
（A）×（D)

（E)

評価差額
（C）－（E)

（F)

（参考）財産に関する
調書記載額

合計

市場価格のないもののうち連結対象団体（会計）以外に対するもの （単位：千円）

相手先名 出資金額
（A)

資産
（B)

負債
（C)

純資産額
（B）－（C)

（D)
資本金

（E)

出資割合（％）
（A）/（E)

（F)

実質価額
（D)×（F)

（G)
強制評価減

（H)

貸借対照表計上額
（Ａ）－（Ｈ）

（Ｉ）

（参考）財産に関する
調書記載額

合計

④基金の明細 （単位：千円）

種類 現金預金 有価証券 土地 その他
合計

(貸借対照表計上額)

(参考)財産に関する

調書記載額

財政調整基金 144,121 144,121 144,121

基金（その他）退職手当基金 18,398 18,398 18,398

合計 162,519 162,519 162,519

⑤貸付金の明細 （単位：千円）

貸借対照表計上額 徴収不能引当金計上額 貸借対照表計上額 徴収不能引当金計上額

合計

相手先名または種別
長期貸付金 短期貸付金 （参考）

貸付金計
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⑥長期延滞債権の明細 （単位：千円） ⑦未収金の明細 （単位：千円）

相手先名または種別 貸借対照表計上額 徴収不能引当金計上額 相手先名または種別 貸借対照表計上額 徴収不能引当金計上額

【貸付金】 【貸付金】

小計 小計

【未収金】 【未収金】

税等未収金 税等未収金

その他の未収金

小計

合計

（２）負債項目の明細
①地方債等（借入先別）の明細 （単位：千円）

うち1年内償還予定 うち共同発行債 うち住民公募債

【通常分】 2,459,551 416,441 0 0 0 0 0 0 0 2,459,551

　　一般公共事業

　　公営住宅建設

　　災害復旧

　　教育・福祉施設 15,878 5,274 15,878

　　一般単独事業 2,221,636 350,920 2,221,636

　　その他 222,037 60,247 222,037

【特別分】 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　臨時財政対策債

　　減税補てん債

　　退職手当債

　　その他

【その他】 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 2,459,551 416,441 0 0 0 0 0 0 0 2,459,551

②地方債等（利率別）の明細 （単位：千円）

2,459,551 2,221,110 238,440 0.4

③地方債等（返済期間別）の明細 （単位千円）

2,459,551 10,264 218,576 367,956 235,152 217,100 240,550 881,352 288,600

④特定の契約条項が付された地方債等の概要 （単位：千円）

該当無し

⑤引当金の明細 （単位：千円）

目的使用 その他

賞与等引当金 219,610 218,610 219,610 218,610

退職手当引当金 3,007,592 192,920 108,852 3,091,660

合計 3,227,202 411,529 328,462 3,310,270

　※　表中の数値については、端数処理の関係上合計金額等と一致しないことがあります。

市場公募債 その他種類 地方債等残高 政府資金
地方公共団体

金融機構
市中銀行

その他の
金融機関

地方債等残高 1.5％以下
1.5％超

2.0％以下
2.0％超

2.5％以下
2.5％超

3.0％以下
3.0％超

3.5％以下
3.5％超

4.0％以下
4.0％超

（参考）
加重平均利率

地方債等残高 １年以内
１年超

２年以内
２年超

３年以内
３年超

４年以内
４年超

５年以内
５年超

10年以内
10年超

15年以内
15年超

20年以内
20年超

特定の契約条項が

付された地方債等残高
契約条項の概要

区分 前年度末残高 本年度増加額
本年度減少額

本年度末残高
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２．行政コスト計算書の内容に関する明細
（１）補助金等の明細 （単位：千円）

区分 名称 相手先 金額 支出目的

－

計 0

全国消防長会負担金 全国消防長会 350
全国消防長の融和協調図り、消防の情報を交換して採長、補短すると共に消防制度並びに技術の総合的研究を行い、もって日本消防

の健全な発展に寄与することを目的とする。

全国消防協会負担金 全国消防協会 165
火災その他の災害の防除に関する調査、研究を行い、防火思想の普及広報を積極的に推進し、消防の近代化及び消防職員の教養に

努めると共に市町村の防災体制の強化充実に協力し、もって住民生活の安全と産業発展の保全に資し、社会公共の福祉に増進すること

を目的とする。

全国市長会公金総合保険加入負担金 全国市長会 11 弘前市の管理下において、現金等の公金に発生した事故による損害を包括的に対象とした制度

青森県消防長会負担金 青森県消防長会 431
県内消防長の融和協調図り、消防の情報を交換して採長、補短すると共に消防制度並びに技術の総合的研究を行い、もって日本消防

の健全な発展に寄与することを目的とする。

青森県市町村総合事務組合負担金 青森県市町村総合事務組合 17
地方公務員災害補償法（昭和四十二年法律第百二十一号）（以下「法」という。）第六十九条及び第七十条の規定に基づき、非常勤の職

員に対する公務上の災害（負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。）又は通勤による災害に対する補償（以下「補償」という。）に

関する制度等を定め、もって非常勤の職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

公平委員会事務委託負担金 青森県人事委員会 6

地方公共団体の人事機関並びに地方公務員の任用、職階制、給与、勤務時間その他の勤務条件、休業、分限及び懲戒、服務、研修及

び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護並びに団体等人事行政に関する根本基準を確立することにより、地方公共団体の行政の民

主的かつ能率的な運営並びに特定地方独立行政法人の事務及び事業の確実な実施を保障し、もって地方自治の本旨の実現に資する

ことを目的とする。

防火防災訓練災害補償等共済掛金負担金 公益財団法人日本消防協会 291 防火防災訓練の際における事故に対する住民への損害賠償及び災害補償を目的とする。

青森県防災情報ネットワーク負担金 青森県 290
災害時における一般公衆回線網の輻輳等通信障害を回避するため、防災情報の確実、迅速な伝達手段と連絡体制を確保し、青森県の

防災力の向上を図ることを目的とする。

安全運転管理者事業主会協会負担金
・青森県安全運転管理者協会 17,000

・弘前地区安全運転管理事業主会 12,000

・黒石地区安全運転管理者協会 3,000

32
道路交通法に規定する安全運転管理者及び各警察署管内安全運転管理者協会の総合的運営活動、定期的講習、研究の実施及び各協

会相互間の連絡調整等の推進を図り、全県的安全運転管理体制を確立向上せしめ、交通事故防止に寄与することを目的とする。

人間ドック補助事業負担金 弘前市 20
弘前市職員安全衛生管理規程　労働安全衛生法（昭和47年法律第57号。以下「法」という。）に基づき、職場における職員の安全及び

健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

危険物取扱者保安講習受講料 弘前市 19 危険物取扱者保安講習のための受講料

東北自治研修所研修負担金 公益財団法人東北自治研修所 6 職員の人材育成を目的とする。

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能
講習受講料

一般社団法人青森県労働基準協会 75 特殊な災害現場で活動するための資格取得を目的とする。

産業医業務負担金 弘前市 319 労働安全衛生法に基づき置くこととなっている産業医は弘前市が一括契約しているため、その一部を負担するもの。

消防大学校入校負担金 消防大学校 320 職員の人材育成を目的とする。

青森県消防学校入校負担金 青森県消防学校 1,736 職員の人材育成を目的とする。

安全運転管理者講習料 青森県警察 22
道路交通法第７３条の３～第７５条　一定以上の台数の自家用車を保有する事業所において、運行計画や運転日誌の作成、安全運転

の指導を行う者が受講する。年１回の講習参加が義務づけられている。

玉掛技能講習及び移動クレーン運転講習料 公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会　青森事務所 220
救助工作車に装備するクレーン操作及び玉掛け業務に従事するため必要な技能取得を目的とする。（労働安全衛生法第６１条第１項

及び第２項）

小型車両系建設機械運転特別教育 株式会社TRYSAIL 56 弘前重機1号車の操作、業務に従事するため必要な技能取得を目的とする。

救急救命士再教育病院実習研修料
国立大学法人弘前大学 762,300

黒石市国民健康保険黒石病院 66,000

国民健康保険板柳中央病院 49,500

878 病院での研修や実習を行い、救急救命士のより高度な救急技術の向上を目的とする。

救急救命士気管挿管実習研修料 国立大学法人弘前大学 990 病院で実習を行い、救急救命士の救急処置拡大を目的とする。

２級小型船舶操縦士免許講習受講料 (株)青洋建設　青森マリーナ 174 病院で実習を行い、救急救命士の救急処置拡大を目的とする。

地方公会計システム導入費用負担金 弘前市長　櫻田　宏 1,133 地方公会計業務を行うにあたり、新たなｼｽﾃﾑ導入のための費用。

救急救命士養成所専任教員講習受講料 一般財団法人日本救急医療財団 24 救急救命士に対する救急技術向上のための講習。

クレーン運転業特別教育講習料 公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会　青森事務所 25 黒石消防署車庫内の床上操作式天井クレーンを運転するための資格取得を目的とする。

弘前地区消防防災協会補助金 弘前地区消防防災協会 700
消防防災に関する知識の向上と各事業所の健全な発展を目指して、災害予防に努めると共に、会員相互の融和と親睦を図り、以て社会

公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

少年消防クラブ育成強化補助金 ・藤代地区少年消防クラブ　外３団体 200
少年に対して明朗かつ活発な気風を育成し、併せて火災予防の普及徹底及び一般的警火思想の向上を図り、少年の教育に寄与するこ

とを目的とする。

婦人女性防火クラブ育成強化補助金 ・和徳地区婦人防火クラブ　外７団体 365
一般家庭からの火災を防止するため、特に家庭で使用される火気器具の科学的知識と適切な使用方法を知り、更に火災時の避難通報

要領と初期消火方法等の行動的知識を習熟すると共に、火災予防思想の高揚と地域隣保協力体制、連帯意識の一段の高揚を図り、以

て恒久的に明るい安全な地域と家庭を築くことを目的とする。

幼年消防クラブ育成強化補助金 ・社会福祉法人御幸会アリス保育園幼年消防クラブ　外２４団体 948
幼年期に、火に対する正しい知識を習得させ、保育園（所）幼稚園及び家庭からの火災の減少と、火災予防の普及を図り、将来人命を

尊重し、財産の保全を図る社会人としての素地を育成することを目的とする。

幼少年婦人防火委員会補助金 弘前地区消防事務組合幼少年婦人防火委員会 90
幼年消防クラ ブ、少年消防クラ ブ及び婦人防火クラ ブの運営指導について研究、協議し、クラ ブの健全な育成発展並びにクラ ブ組織

の拡大強化に寄与することを目的とする。

計 9,913

他団体への公共施設等整備

補助金等(所有外資産分)

その他の補助金等
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（１）財源の明細 （単位：千円）

会計 区分 財源の内容 金額

分担金及び負担金 4,138,600

寄附金 0

4,138,600

国庫支出金 0

都道府県等支出金 0

計 0

国庫支出金 11,719

都道府県等支出金 0

計 11,719

11,719

4,150,319

（２）財源情報の明細

国県等補助金 地方債等 税収等 その他

純行政コスト 4,577,372 0 0 3,748,936 828,436

有形固定資産等の増加 32,057 0 217,100 △ 185,043 0

貸付金・基金等の増加 201,551 0 0 201,551 0

その他 11,719 11,719 0 0 0

合計 4,822,699 11,719 217,100 3,765,444 828,436

４．資金収支計算書の内容に関する明細
（１）資金の明細 （単位：千円）

種類 本年度末残高

現金 0

要求払預金 80,775

合計 80,775

（単位：千円）

区分 金額
内訳

３．純資産変動計算書の内容に関する明細

一般会計

税収等

小計

国県等補助金

資本的
補助金

経常的
補助金

小計

合計
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７ 指標等による分析  

 

①貸借対照表：ＢＳ(Balance Sheet) 

 当事務組合が住民サービスを提供するために保有している財産（資産）と、その財産をどのような

財源（負債・純資産）で賄ってきたかを総括的に対照表示した財務諸表であり、表内の資産合計

額（左側）と負債・純資産合計額（右側）が一致します。 

 

借方 貸方

負債（将来世代負担）
地方債・債務負担行為額・

退職手当引当金　等

純資産（現世代負担）
国庫支出金・県支出金

一般財源　等

資産
土地・建物・工作物

基金・現金　等

 

 当事務組合では、一般会計ベースで 35 億 2,154 万円の財産・財源を形成してきました。 

 借方の固定資産は、資産合計の 93.6％とその大部分を占めています。主な内訳として消防庁

舎・土地の事業用資産、消防車両などの物品となっており、この固定資産を形成する上で取得財

源とした地方債は、貸方の負債に計上されています。 

 負債合計に占める地方債の割合は 36.2％で、これは将来世代が負担（返済）することを意味

しています。また、これまで形成した有形固定資産に対する、地方債残高の比率（将来世代負担

比率）は 75.0％となり、将来の負担が大きいことを表しています。 

 一方、資産合計に対するこれまでの世代負担によって取得した資産（純資産合計）の比率（現

世代負担比率）は△63.8％で、マイナスは基準日時点で金銭必要額が不足していることを表し、

将来の税収などの財源が収入されることを見越して、現世代が将来世代に負担を先送りしていること

（単位：千円）

3,521,538 3,521,538

固定資産（消防庁舎用地・庁舎、訓練塔など） 固定負債

事業用資産 2,036,167 地方債 2,086,395

物品 1,242,077 退職手当引当金 3,091,661

投資・その他 18,398

流動資産 流動負債

現金預金 80,775 １年内償還予定地方債 373,156

基金 144,121 賞与引当金 218,610

3,521,538 ① 5,769,822 ②

固定資産等形成分 3,440,762

余剰分（不足分） ▲ 5,689,046

▲ 2,248,284 ③

※　端数処理の関係上、合計金額等と一致しないことがあります。

資産合計 負債合計

純資産合計

財源　②＋③財産　① 一致
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となります。 

 当事務組合の主な収入は関係市町村からの負担金でありますので、不足する財源は、今後、関

係市町村からの負担金で賄われなければならないことを表します。 

 

■住民１人当たり資産・負債額 

 管轄人口に対する１人当たりの資産と負債は、資産 1 万 3 千円、負債 2 万１千円となっていま

す。（令和 4 年 3 月 31 日現在の住民基本台帳（管轄人口）272,126 人） 
 

■地方債現在高と基金現在高の推移 

 

 負債に計上する地方債（地方債及び 1 年内償還予定地方債）は、消防庁舎建設や消防車

両更新等の整備のため借り入れしたもので、前年度と比較すると 6.0％の減となっております。 

 基金現在高は、財政調整基金（流動資産）と退職手当基金（固定資産）の合算額です。前

年度と比較すると 22.4％の増となっておりますが、この主なる理由は財政調整基金の積立額が増と

なったことによるものです。 

 

■目的別に見た有形固定資産減価償却率（資産老朽化比率） 

 
※消防庁舎及び消防車両は、財産の調書と一致します。 

 所有する消防車両の耐用年数が超過しているため老朽化比率が高くなっていますが、今後も財

政運営の安定化を図りながら計画的に更新いたします。 

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

地方債現在高 2,399,001 2,408,596 2,369,318 2,615,606 2,459,551

基金現在高 116,646 53,233 46,591 84,903 132,808

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

2,200,000

2,250,000

2,300,000

2,350,000

2,400,000

2,450,000

2,500,000

2,550,000

2,600,000

2,650,000

基
金
現
在
高

地
方
債
現
在
高

単位:千円

地方債現在高と基金現在高の推移

消防庁舎（8署所） 消防車両（74台） 全体（土地除く）

52.7% 74.4% 61.5%
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②行政コスト計算書：ＰＬ(Profit and Loss statement) 

 1 年間（4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで）のうち、資産形成に結びつかない経費と対価として

得られた収入金等の財源を対比させたものです。 

 
 

 経常費用は、業務費用の割合が 99.7％を占めています。業務費用の内訳では、人件費が

73.0％、物件費が 26.8％、その他の業務費用が 0.2％で、経常的に消費された費用となっており

ます。 

 経常収益の使用料及び手数料（土地使用料や危険物施設検査手数料）、その他（雑収入）

は受益者の負担金で、受益者負担率は0.4％と低く、行政（消防）サービスの提供に係るコストの

大部分が、純資産変動計算書に計上されている財源（関係市町村からの負担金）により賄われ

ていることが分かります。 

 

■住民１人当たり行政コスト 

 管轄人口に対する１人当たりの純行政コストは 1 万 7 千円となっています。 

（令和 4 年 3 月 31 日現在の住民基本台帳管轄人口 272,126 人） 

4,579,121 ⑥

人にかかるコスト 3,347,416

①

物にかかるコスト 1,229,440

②

その他のコスト 8,494

③

移転費用にかかるコスト 11,884

④

受益者負担 18,113

⑤

4,577,372

臨時損失 0

⑦

臨時利益 1,749

⑧

※　端数処理の関係上、残高等と一致しないことがあります。

（単位：千円）

純経常行政コスト　①＋②＋③＋④－⑤

純行政コスト　⑥＋⑦－⑧

（消防車両更新に伴う廃車（鉄屑等）売却収入）

（使用料及び手数料、その他の収入）

（地方債償還利子、消防庁舎・車両損害共済費など）

（消防クラブ育成強化補助金、自動車重量税など）

（消耗品などの物件費、施設維持補修費、減価償却費など）

（職員の給料、組合議員及び監査委員報酬など）

（備品廃棄に伴う除却損）

経
常
費
用 

経
常
収
益 

業
務
費
用 
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③純資産変動計算書：ＮＷ(Net Worth statement) 

 貸借対照表内の「純資産の部」に計上されている各数値が、1 年間でどのように変動したのかを表

しています。 

 
 

 純資産の変動は、現世代と将来世代との間での負担配分の変動に大きく影響します。 

 1 年間の純行政コストの金額に対して、財源（税収等及び国県等補助金の金額）がどの程度あ

るかを比較することにより、行政（消防）サービスの提供に必要となるコストが受益者負担以外の財

源によってどの程度賄われているのかを把握することが可能です。 

 純行政コストと財源の差額である本年度差額をみると、当事務組合はプラスとなりました。これは、

現世代の負担によって将来世代も利用可能な資源を貯蓄したことを意味します。 

なお、マイナスとなる場合には、将来世代が利用可能な資源を現世代が消費したことを意味しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 1,815,839 ①

純行政コスト ▲ 4,577,372

②

財源 4,150,319

③

▲ 427,053 ④

資産評価差額・無償所管換等・その他 0

⑤

▲ 2,242,893

※　端数処理の関係上、残高等と一致しないことがあります。

本年度差額　②＋③

前年度末純資産残高

本年度末純資産残高　①＋④－⑤

（単位：千円）

※行政コスト計算書と一致

税収等（関係市町村からの負担金等）
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④資金収支計算書：ＣＦ(Cash Flow statement) 

歳計現金（資金）出入り情報を 3 つに区分し、「業務活動収支」には、人件費や物件費など

の支出と税収や手数料などの経常的な資金収支の状況を表します。「投資活動収支」には、公共

資産整備による支出とその財源（地方債・補助金等）による資金収支の状況を表します。「財務

活動収支」には、基金積立や借金返済などの支出とその財源による資金収支の状況を表します。 

 

（単位：千円）

173,899 ③

支出 3,994,533 ②

人件費 3,264,348

物件費 710,779

支払利息 7,521

補助金等 9,913

その他の支出 1,971

収入 4,168,432 ①

税収等 4,138,600

補助金等 11,719

使用料及び手数料 2,375

その他の収入 15,738

▲ 60,019 ⑥

支出 233,608 ⑤

公共施設等整備費 32,057

基金積立金 201,551

収入 173,589 ④

国県等補助金 0

基金取崩 171,840

資産売却 1,749

▲ 156,056 ⑨

支出 373,156 ⑧

地方債償還 373,156

収入 217,100 ⑦

地方債発行 217,100

▲ 42,176 ⑩

122,951

80,775

※　端数処理の関係上、残高等と一致しないことがあります。

前年度末資金残高

本年度末資金残高　⑩＋⑪

業務活動収支　①－②

投資活動収支　④－⑤

財務活動収支　⑦－⑧

本年度資金収支額　③＋⑥＋⑨
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 基礎的財政収支は財政健全化の目安の一つとされ、行政（消防）サービスに係る費用を地方

債の発行に頼らず、どれだけ関係市町村からの負担金で賄えたのかを表します。 

 当該年度はプラスであることから負担金で賄えたと言えますが、将来世代に負担が掛からないような

財政運営に努めなければなりません。 

  

■基礎的財政収支（プライマリーバランス） 

 
 

■歳入額対資産比率 

 当該年度の歳入総額に対する資産の比率を計算することにより、これまで形成された資産が、歳

入の何年分に相当するかを表し、資産形成の度合いを見る事ができます。 

 この歳入額対資産比率が高ければ、資産形成に重点をおいてきたことを表します。 

 歳入額対資産比率は 0.8 で、歳入の約 1 年分に相当します。 

 

■債務償還可能年数 

 債務償還可能年数は、償還財源上限額の全てを経常的に確保できる資金で返済した場合、何

年で返済できるのか、債務償還能力を把握することができます。 

 債務償還可能年数は 14.1 となり、15 年で完済となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収入計-支出計＝

（単位：千円）

【収入】 【支出】

　業務収入 4,168,432 　業務支出 3,994,533

　支払利息支出 △ 7,521

　投資活動収入 173,589 　投資活動支出 233,608

収入計 4,342,021 支出計 4,220,620

121,401千円
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８ 指標等による分析（計算式） 

 

 

 

資産形成度　将来世代に残る資産はどのくらいあるのか

住民１人当たり資産額

・　資産合計÷住民基本台帳人口

歳入額対資産比率

・　資産合計（総資産）÷歳入総額（業務収入＋投資活動収入＋前年度末資金残高)

有形固定資産減価償却率（資産老朽化比率）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 減価償却累計額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有形固定資産合計－土地等非償却資産＋減価償却累計額

世代間公平性　将来世代と現世代との負担の分担は適切か

純資産比率

・　純資産÷資産合計

社会資本等形成の世代間負担比率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地方債残高（※）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有形・無形固定資産合計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※地方債残高…附属明細書（地方債等（借入先別））

持続可能性（健全性）　財政に持続可能性があるか（どのくらい借金があるか）

住民１人当たり負債額

・　負債合計÷住民基本台帳人口

基礎的財政収支（プライマリーバランス）

・　基礎的財政収支　＝　業務活動収支（支払利息支出除く。）＋投資活動収支

債務償還可能年数

　　　　　　　　　　　　　　　　　 地方債残額（地方債＋1年内償還予定地方債）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　業務活動収支

効率性　行政サービスは効率的に提供されているか

住民１人当たり行政コスト

・　純行政コスト÷住民基本台帳人口

自律性　歳入はどのくらい税金等で賄われているか

受益者負担金の割合

　　　　　　　　　　　　　　　　　経常収益

　　　　　　　　　　　　　　　　　経常費用

・ 社会資本等形成の世代間負担比率 ＝

（将来世代負担率）

・ 有形固定資産減価償却率 ＝

・ 債務償還可能年数 ＝

・ 受益者負担比率 ＝


